
富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エ

ネ推進交付金。以下「国交付金」という。）を財源として実施する富山市太陽光発電

設備及び蓄電池導入促進補助金（以下「補助金」という。）の交付について、国交付

金交付要綱（令和６年３月１日環地域事発第２４０３０１１号。以下「国交付要綱」

という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１

７９号）及び富山市補助金等交付規則（平成１７年４月１日富山市規則第３６号。

以下「規則」という。）に規定するもののほか、規則第２４条の規定に基づき必要な

事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条　市長は、市域内の再生可能エネルギーの導入拡大と停電時における地域の防

災機能の強化を図るため、太陽光発電設備及び蓄電池を導入する者に対し、予算の

範囲内で補助金を交付する。 

（定義） 

第３条　この要綱における用語の意義は，次の各号で定めるところによる。 

(１) 太陽光発電設備 

太陽光を電気に変換する太陽光モジュール及びその附属設備をいう。 

(２) 蓄電池 

　　　前号の太陽光発電設備と常時接続し、同設備が発電する電気を充放電できる定

置型蓄電池及びその附属設備をいう。 

　(３) 住宅 

次に掲げる家屋をいう。 

ア　専用住宅（常時居住の用に供する家屋をいう。） 

イ　併用住宅（その一部を常時居住の用に供する家屋をいう。） 

(４) 事業所 

生産若しくはサービス提供を事業として行う事業所又は事務所、又は当該事業

所と同一敷地内にある建築物をいう。 

(５) 中小企業者等 

次に掲げる事項のいずれかに該当する者をいう。 

ア　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中

小企業者 

イ　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第

１項第１号から第９号までに規定する団体 

ウ　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する

特定非営利活動法人であって、中小企業基本法第２条に規定する主たる業種

に記載の従業員規模以下のもの 



エ　医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する法人 

オ　社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する法人 

カ　公立大学法人及び私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定

する学校法人 

キ　一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、

中小企業基本法第２条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの 

ク　特別法の規定に基づき設立された協同組合等 

ケ　青色申告を行っている個人事業主 

コ　その他市長が適当であると認めるもの 

(６) 子育て世帯 

申請年度の４月１日時点で１８歳未満の子を有する世帯 

(７) 若者夫婦世帯 

　　　申請年度の４月１日時点で夫婦のいずれかが３９歳以下である世帯 

（８）市内事業者 

　　　市内に 1 年以上事業所又は事務所を有している事業者 

（補助金の種類等） 

第４条　補助金の種類、補助対象者、補助対象設備及び補助金額は、別表第１に定め

るとおりとする。また、補助金の交付の対象となる経費（以下、「補助対象経費」と

いう。）は、別表第２に定めるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当

する額については、補助対象外とする。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。 

　（１）本市の市税に滞納がある者。 

（２）富山市暴力団排除条例（平成２４年富山市条例第１３号）第２条に規定する

暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有している者。 

（３）同一の補助対象設備について、他の補助金の交付を受ける者。 

３　補助金の交付を受ける者は、市が実施する「チームとやまし」に登録しなければ

ならない。 

（交付の申請等） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、交付申

請書（市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合は様式第１号、それ以外の

場合は第２号）に同様式で定める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出

しなければならない。 

（交付の決定等の通知） 

第６条　市長は、前条の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、交付決定通知書（様式第３号）により補助申請者に通知するものと

する。 

２　補助申請者は、前項の規定による通知があった日以降でなければ補助事業に着手

することができない。 



（交付決定前の事前着手） 

第７条　補助申請者は、やむを得ない理由により、第６条に定める補助金の交付決定

の前に事業に着手（以下「事前着手」という。）する必要がある場合には、第５条に

定める交付申請と合わせて、その理由を記載した事前着手届（様式第４号）を市長

に提出しなければならない。 

２　前項の規定により事前着手する場合において、第６条に定める交付決定がなされ

なかった場合に生じる損失等は補助申請者の責任とする。 

（補助金の交付申請の変更） 

第８条　補助申請者は、第５条の規定による交付申請書の内容を変更しようとすると

きは、変更交付申請書（様式第５号）に変更があった書類を添付し、速やかに市長

に提出しなければならない。ただし、補助金の額に影響が及ばない軽微なものにあ

っては、軽微変更届出書（様式第６号）の届出によるものとする。 

２　市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、予算を超えない範囲で変更交付決定通知書（様式第７号）により

補助申請者に通知するものとする。 

（補助事業の遂行） 

第９条　補助申請者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良

な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用

してはならない。 

（遂行状況の報告） 

第１０条　補助申請者は、必要に応じ、市長に対して補助事業の遂行状況の報告をし

なければならない。 

（実績報告） 

第１１条　補助申請者は、別に市長が定める期限までに、実績報告書（様式第８号）

を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条　市長は、実績報告の提出を受けた場合においては、報告書等の書類の審査

等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適

合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、額確定通知書（様式第９号）により、補助申請者に対して通知する

ものとする。 

（補助金の支払い） 

第１３条　市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金

を補助申請者に支払うものとする。 

（立入検査等） 

第１４条　市長は、補助事業の適正化を期すため必要があるときは、補助申請者に対

して補助事業の遂行状況等を報告させることができ、また、補助対象設備が設置さ

れる又は設置された住宅や敷地等への立入検査を行うことができる。 



２　市長は、前項の結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため

必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１５条　市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条の規

定による交付の決定を交付決定取消通知書（様式第１０号）にて取り消すことがで

きる。ただし、第６号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部

分についてはこの限りではない。 

（１）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２）この要綱及び市長の指示に違反したとき。 

（３）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（４）補助申請者が、第４条の要件を満たしていないことが判明したとき。 

（５）第１７条第３項の承認を受けないで補助対象機器を処分したとき。 

（６）天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事業の変更により、補助事業の全

部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により交付金事業を

遂行することができない場合（補助申請者の責に帰すべき事情による場合を除

く。）。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに

係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を

命ずることができる。 

３　市長は、第１項第１号から第５号のいずれかに該当し、前項の規定により補助金

の返還を命じたとき、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に

応じ、返還すべき補助金の額に年１０．９５パーセントの割合を乗じて得た額を加

算金として徴収することができる。 

４　第２項の補助金の返還期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、そ

の未納に係る日数に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴

することとすることができる。 

（書類の整備保管） 

第１６条　補助申請者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした

証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度

の終了後５年間保存しなければならない。 

（取得財産の処分の制限等） 

第１７条　補助申請者は、補助事業により設置した設備（以下「取得財産」という）

については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すると

ともに、適正な運用を図らなければならない。 

２　補助申請者は、取得財産であって、取得価格が単価５０万円以上の機械及び器具

並びに備品その他の重要な財産であるものについて、市長の承認を受けないで、補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

取壊し（廃棄を含む。）を行ってはならない。ただし、補助事業により設置した設備



が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定

める期間を経過した場合は、この限りでない。 

３　補助申請者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ財産処分承認申

請書（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

４　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、処分を承認

することと決定したときは、財産処分承認通知書（様式第１２号）により、補助申

請者に対して通知するとともに、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

５　前項の規定により返還を求めるときの補助金の額は、国交付要綱第１５条第１項

第４号の規定を準用する。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附　則 

　この要綱は、令和６年４月１５日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和７年４月１８日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和８年４月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ （第４条関係）　 
（１）住宅への太陽光発電設備及び蓄電池同時設置（自己所有） 

 

補助対象者

次に掲げる要件を、全て満たす者。 

１　市内の自ら居住する住宅の敷地内に補助対象設備を設

置する者であること。 

２　第１１条の規定による実績報告の時点において、補助対

象設備を設置する住宅が所在する土地に住所を有してい

ること。 

３　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するまでの間、

この補助金により取得した温室効果ガス排出削減効果に

ついて、Ｊ－クレジット制度への登録を行わない者である

こと。

 

補助対象設備

Ａ　太陽光発電設備 

住宅の敷地内に設置する設備（ＰＰＡ・リースにより導入

される場合を除く）で、次に掲げる要件を満たすもの。 

１　再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ

制度の認定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自

己託送）を行わないものであること。 

３　発電する電力量のうち、自家消費する電力量が３０％以

上であること。 

４　毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であ

ること。（必要に応じて計測器等を設置すること） 

Ｂ　蓄電池 

住宅の敷地内に設置する設備（ＰＰＡ・リースにより導入

される場合を除く）で、次に掲げるもの 

１　本事業で設置する太陽光発電設備の付帯設備であるこ

と。 

２　平時において充放電を繰り返すことを前提としたもの

であり、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこ

と。 

３　１２．５万円／ｋＷｈ（工事費込・税抜）以下の蓄電シ

ステムとなるよう努めること。 

４　毎月の蓄電量、使用電力量が確認できる設備であるこ

と。（必要に応じて計測器等を設置すること） 

５　別に定める蓄電池の仕様を満たすこと。



 

補助金額

Ａ　市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合：１

ｋＷあたり７万円（上限３５万円） 

　　上記以外の場合：１ｋＷあたり５万円（上限２５万円

） 

 

Ｂ　市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合：補助

対象経費の３分の１又は１ｋＷｈあたり５万円のいずれ

か少ない額（上限４０万円） 

　　上記以外の場合：補助対象経費の３分の１又は１ｋＷｈ

あたり４万円のいずれか少ない額（上限３２万円）

 

上乗せ補助

市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合におい

て、補助申請者が子育て世帯又は若者夫婦世帯に属すると

きは、上記補助金額に加え定額８万円を交付する。

 

交付 

申請書

様式 様式第１号又は第２号

 

添付

書類

１　太陽光発電設備 設置計画書（別紙１） 

２　蓄電池 設置計画書（別紙２） 

３　太陽光モジュールのメーカー、型式（型番・品番）、容

量等が確認できる書類 

４　パワーコンディショナーのメーカー、型式（型番・品

番）、容量等が確認できる書類 

５　蓄電池のメーカー、型式（型番・品番）、容量等が確認

できる書類 

６　補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

７　設置費用(見積)の内訳書（別紙３） 

８　設置場所及び付近の見取り図 

９　現地調査の際の設置場所の写真 

10　市税を滞納していないことを証する書類※発行から３

か月以内のもの。 

11　住民票の写し（原本） 

　　※発行から３か月以内のもの。 

　　※上乗せ補助を受ける場合は、世帯員全員の続柄、生

年月日が確認できるもの。 

12　その他、市長が必要と認める書類

 

実績報

告書

様式 様式第８号

 

添付

書類

１　補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し 

２　補助対象設備の設置に係る領収書及び領収内訳書の写

し 

３　設置費用（領収）の内訳書（別紙１） 



　　 

 

 ４　補助対象設備の保証書の写し 

※設置日が分かるもの。 

５　（第５条の規定による交付申請の時点において、補助

対象設備を設置する住宅が所在する土地に住所を有して

いない場合）住民票　※発行から３か月以内のもの。 

６　補助対象設備の設置状況を示す写真 

７　その他、市長が必要と認める書類



（２）事業所への太陽光発電設備（自己所有） 

 

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者。 

１　市内の自らが事業を営む事業所に補助対象設備を設置

する中小企業者等であること。 

２　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するまでの間、

補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果につ

いて、Ｊ－クレジット制度への登録を行わない者であるこ

と。

 

補助対象設備

＜太陽光発電設備＞ 

事業所の敷地内に設置する設備（ＰＰＡ・リースにより導

入される場合を除く）で、次に掲げる要件を満たすもの。 

１　再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ

制度の認定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自

己託送）を行わないものであること。 

３　発電する電力量のうち、自家消費する電力量が５０％以

上であること。 

４　毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であ

ること。（必要に応じて計測器等を設置すること）

 

補助金額

市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合：１ｋ

Ｗあたり５万円（上限１５０万円） 

上記以外の場合：１ｋＷあたり４万円（上限１２０万円

）

 

交付 

申請書

様式 様式第１号又は第２号

 

添付

書類

１　太陽光発電設備 設置計画書（別紙１） 

２　太陽光モジュールのメーカー、型式（型番・品番）、容

量等が確認できる書類 

３　パワーコンディショナーのメーカー、型式（型番・品

番）、容量等が確認できる書類 

４　補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

５　設置費用（見積）の内訳書（別紙３） 

６　設置場所及び付近の見取り図 

７　現地調査の際の設置場所の写真 

８　市税を滞納していないことを証する書類※発行から３

か月以内のもの。 

９　登記事項証明書（個人事業主の場合は事業を営んでい



　 

 

 ることを証する書類） 

10　（法人の場合）役員等氏名一覧表（別紙４） 

11　その他、市長が必要と認める書類

 

実績報

告書

様式 様式第８号

 

添付

書類

１　補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し 

２　補助対象設備の設置に係る領収書及び領収内訳書の写

し 

３　設置費用（領収）の内訳書（別紙１） 

４　補助対象設備の保証書の写し 

※設置日が分かるもの。 

５　補助対象設備の設置状況を示す写真 

６　その他、市長が必要と認める書類



（３）事業所への蓄電池（自己所有） 

 

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者。 

１　市内の自らが事業を営む事業所に補助対象設備を設置

する中小企業者等であること。 

２　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するまでの間、

補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果につ

いて、Ｊ－クレジット制度への登録を行わない者であるこ

と。

 

補助対象設備

蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たす

もの。 

１　別表第１（２）で設置した太陽光発電設備の付帯設備で

あること。 

２　平時において充放電を繰り返すことを前提としたもの

であり、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこ

と。 

３　次の価格以下の蓄電システムとなるよう努めること。 

２０ｋＷｈ以下の蓄電池の場合：１２．５万円／ｋＷｈ（工

事費込・税抜） 

２０ｋＷｈ超の蓄電池の場合：１１．９万円／ｋＷｈ（工

事費込・税抜） 

４　毎月の蓄電量、使用電力量が確認できる設備であるこ

と。（必要に応じて計測器等を設置すること） 

５　別に定める蓄電池の仕様を満たすこと。

 

補助金額

市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合において 

４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ（※）未満の蓄電池の

場合：補助対象経費の３分の１又は１ｋＷｈあたり５万円の

いずれか少ない額（上限１５０万円） 

４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ（※）以上の蓄電池の

場合：補助対象経費の３分の１又は１ｋＷｈあたり６.３万

円のいずれか少ない額（上限１８９万円） 

　上記以外の場合において 

４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ（※）未満の蓄電池の

場合：補助対象経費の３分の１又は１ｋＷｈあたり４万円の

いずれか少ない額（上限１２０万円） 

４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ（※）以上の蓄電池の

場合：補助対象経費の３分の１又は１ｋＷｈあたり５万円の

いずれか少ない額（上限１５０万円） 



　　 

 

 ※リチウムイオン蓄電池の場合、４，８００Ａｈ・セル相当

のｋＷｈは１７．７６ｋＷｈ。

 

交付 

申請書

様式 様式第１号又は第２号

 

添付

書類

１　蓄電池　設置計画書（別紙２） 

２　蓄電池のメーカー、型式（型番・品番）、容量等が確認

できる書類　 

３　補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

４　設置費用（見積）の内訳書（別紙３） 

５　補助対象設備の設置場所及び付近の見取り図 

６　現地調査の際の設置場所の写真 

７　その他、市長が必要と認める書類

 

実績 

報告書

様式 様式第８号

 

添付

書類

１　補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し 

２　補助対象設備の設置に係る領収書及び領収内訳書の写

し 

３　設置費用（領収）の内訳書（別紙１） 

４　補助対象設備の保証書の写し 

※設置日が分かるもの。 

５　補助対象設備の設置状況を示す写真 

６　その他、市長が必要と認める書類



（４）ＰＰＡによる太陽光発電設備（住宅への設置） 

 

補助対象者

ＰＰＡ事業者（住宅所有者に対してＰＰＡにより電気を

供給する事業者をいう。以下同じ。）で、次の要件を満たす

者。 

１　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年

大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するまでの

間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果

について、Ｊ－クレジット制度への登録を行わない者で

あること。 

２　ＰＰＡ事業者が電力を供給する住宅所有者が本要綱第

４条２項各号に該当しない者で、かつ別表第１（１）に

定める補助対象者であること。 

３　住宅所有者が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合

は、「補助金額」に記載する額の上乗せ補助を行う。 

１　子育て世帯に属する者 

２　若者夫婦世帯に属する者

 

補助対象設備

＜太陽光発電設備＞ 

市内の住宅の敷地内にＰＰＡにより設置する設備で、次に

掲げる要件を満たすもの。 

１　再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ

制度の認定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自

己託送）を行わないものであること。 

３　発電する電力量のうち、自家消費する電力量が３０％以

上であること。 

４　毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であ

ること。（必要に応じて計測器等を設置すること）

 

補助金額

市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合：７万円

／ｋＷ（上限３５万円） 

上記以外の場合：５万円／ｋＷ（上限２５万円）

 

上乗せ補助

市内事業者と契約し、市内事業者が施工する場合におい

て、住宅所有者が子育て世帯又は若者夫婦世帯に属すると

きは、上記補助金額に加え定額３万円を交付する。

 

交付 

申請書

様式 様式第１号又は第２号

 
添付

書類

１　太陽光発電設備　設置計画書（別紙１） 

２　太陽光モジュールのメーカー、型式（型番・品番）、容

量等が確認できる書類 



 

 

 ３　パワーコンディショナーのメーカー、型式（型番・品番

）、容量等が確認できる書類 

４　補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

５　設置費用（見積）の内訳書（別紙３） 

６　設置場所及び付近の見取り図 

７　現地調査の際の設置場所の写真 

８　ＰＰＡ事業者が市税を滞納していないことを証する書

類　※発行から３か月以内のもの。 

９　ＰＰＡ事業実施に係る承諾書（別紙５） 

10　補助金相当額が通常のサービス料金から控除されるこ

とが分かる書類 

11　住宅所有者の住民票の写し（原本） 

※発行から３か月以内のもの。 

※上乗せ補助を受ける場合は、住宅所有者の世帯員全員

の続柄、生年月日が確認できるもの。 

12　その他、市長が必要と認める書類

 

実績 

報告書

様式 様式第８号

 

添付

書類

１　ＰＰＡ契約書の写し 

２　補助対象設備の設置に係る領収書及び領収内訳書の写

し 

３　設置費用（領収）の内訳書（別紙１） 

４　系統連系の開始を証する書類の写し 

５　補助対象設備の設置状況を示す写真 

６　その他、市長が必要と認める書類



別表第２（第４条関係） 

補助対象経費 

 区分 費目 内容

 

工事費

本工事費 

（直接工事費）

材料費

　事業を行うために直接必要な材料の購入費

をいい、これに要する運搬費、保管料を含む

ものとする。

 
労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等

の人件費をいう。

 

直接経費

　事業を行うために直接必要とする経費であ

り、次の費用をいう。 

① 特許権使用料（契約に基づき使用する特

許の使用料及び派出する技術者等に要する費

用） 

② 水道、光熱、電力料（事業を行うために

必要な電力電灯使用料及び用水使用料） 

③ 機械経費（事業を行うために必要な機械

の使用に要する経費（材料費、労務費を除

く。）） 

④ 負担金（事業を行うために必要な経費を

契約、協定等に基づき負担する経費）

 

本工事費 

（間接工事費）

共通仮設費

　事業を行うために直接必要な現場経費であ

って、次の費用をいう。 

① 事業を行うために直接必要な機械器具等

の運搬、移動に要する費用 

② 準備、後片付け整地等に要する費用 

③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等

に要する費用 

④ 技術管理に要する費用 

⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用

 

現場管理費

　事業を行うために直接必要な現場経費であ

って、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、

通信交通費その他に要する費用をいう。

 

一般管理費

　事業を行うために直接必要な諸給与、法定

福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通

費をいう。

 
付帯工事費

　本工事費に付随する直接必要な工事に要する費用をい

う。（必要最小限度の範囲とすること。）



 

機械器具費

　事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工

事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及

び製作に要する経費をいう。

 
測量及び試験費

　事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実

施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。


